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後見人等に関する苦情等への適切な対応（第二期基本計画抜粋）

家庭裁判所 専門職団体 市町村・中核機関

ア 基本方針

（ア）後見人等に関する苦情等には、後見人等の不適正・不適切な職務に関するものだけでなく、後見人等が本人・親族等や支援者の意向等に
沿わないことへの不満、本人・親族等が成年後見制度・実務への十分な理解がないこと、本人や支援者とのコミュニケーション不足によっ
て生じる意見の食い違いなど様々なものがある。
そのため、まずは、成年後見制度等に関する広報や事前の説明により、本人や関係者の制度に関する理解を促進することが重要である。

（イ）その上で、以下の役割を基本として、苦情等に適切に対応できるしくみを地域の実情に応じて整備していく必要がある。

家庭裁判所には、後見監督の一環として、
後見人等が本人のためにその職務を適切に行
うよう、その職務全般（財産管理、身上保護、
意思決定支援のほか、報告書作成等の後見事
務）について、司法機関の立場から適切な助
言・指導を行うことが予定されている。その
ため、家庭裁判所には、不適正・不適切な後
見事務に関する苦情等について、司法機関の
立場から、専門職団体や市町村・中核機関と
連携して対応することが期待される。

専門職団体には、当該団体に所属する専門
職後見人等に関する苦情等について、家庭裁
判所などと連携し、その解決に向けて適切に
対応することが期待される。また、そのため
の団体内のしくみの検討を進めることが期待
される。

市町村・中核機関は、身上保護に関する支
援への苦情等について、その解決に向けて関
係者と連携した対応（福祉、医療等のサービ
スの調整を含む。）を行う。さらに、必要に
応じて、専門職団体と連携して対応するほか、
不適正・不適切な事案については家庭裁判所
に連絡する。

イ 具体的な対応

後見人等に関する苦情等を把握した機関（家庭裁判所、専門職団体、市町村・中核機関など）は、苦情等に関する事情を十分に聴取・確認し、
本人の権利・利益の観点から、苦情として具体的な対応を必要とするものかどうかを検討する。その上で、具体的な対応が必要と判断した場合、
上記ア（イ）の役割や各地域における対応体制の実情などを踏まえ、自らが主体となって調整すべきものかどうかを検討する。検討の結果、他
の機関が調整することが適当な事案の場合は、適切な機関等に対応を引き継ぐ。

家庭裁判所には、後見人等に関する苦情等がある事案（解任事由がない場合を含む。）について、家庭裁判所、専門職団体、市町村・中核機
関等が適切に連携することにより、本人のニーズと後見人等の適格性を評価し、必要性が認められる場合には、後見人等の追加選任や交代を実
現できるよう努力することが期待される。（※）
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※なお、専門家会議において、家庭裁判所には、専門職団体に対して専門職後見人の不正の防止・早期発見に向けた適切な情報提供をすることが求められるとの意見
もあった。
また、専門家会議においては、家庭裁判所が、必要に応じ、家事事件手続規則（平成24年最高裁判所規則第８号）に基づく後見人等への指示（例えば、後見人等が

身上保護に関する事務や意思決定支援を行うに当たり、本人の意向を尊重する旨の指示や、本人の支援方針を検討するケース会議等に出席する旨の指示）や、家庭裁
判所調査官による調査等を適切に活用することが期待されるとの意見もあった。

（参考）
都道府県には、国が都道府県における権利擁護支援等の助言の担い手として養成する専門アドバイザーを活用した市町村支援等の対応を検討することが期待される。


